
平成 年 月 日 金曜日 第 号官 報

第
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
免
除
さ
れ
た
者
」
の
下
に

「
並
び
に
同
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く

は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生

死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

の
を「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、

現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。）を
し
て
い
な
い
も

の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
当
該
所
得
割
が
課
さ
れ
な
い
こ

と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二

号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻

を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で

政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い

で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し

て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

場
合
を
含
む
。）を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場

合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

所
得
割
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
第
七
号
中
「
免
除
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
並
び
に

同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死

別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い

者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る

も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た

女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。）

を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二

百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村

民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九

十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は

妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死

の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の

を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、

現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。）を
し
て
い
な
い
も

の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
る
者
」
を
加
え
る
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
四
十
九
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令

内
閣
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
、
第
二

十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
十
九
条
第
三

項
第
二
号
並
び
に
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政

令
第
二
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
七
条
第
一
項
第
四
号
中

「
免
除
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
並
び
に
同
項
第
十
一
号
イ

中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を

し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政

令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て

い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場

合
を
含
む
。）を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り

当
該
所
得
割
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第

二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若

し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻

の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と

あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ

つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。）を
し
て
い

な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
所
得
割
が
課
さ
れ
な
い
こ

と
と
な
る
者
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
第
七
号
中
「
免
除
さ
れ
た
者
」
の
下
に

「
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中

「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し

て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令

で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母

と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い

な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合

を
含
む
。）を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に

同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
当

該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法

第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、

若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は

妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」

と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で

あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。）を
し
て

い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

な
い
こ
と
と
な
る
者
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
免
除
さ
れ
た
者
」
の
下

に
「
並
び
に
同
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し

く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の

生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ

る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ

て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。）を
し
て
い
な

い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条

第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
当
該
所
得
割
が
課
さ
れ
な

い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後

婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い

者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら

な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出

を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
場
合
を
含
む
。）を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え

た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
所
得
割
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
」を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
中
「
免
除
さ
れ
た
者
」
の
下

に
「
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ

中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を

し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政

令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て

い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場

合
を
含
む
。）を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り

当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同

法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中「
妻
と
死
別
し
、

若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は

妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」

と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で

あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。）を
し
て

い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

な
い
こ
と
と
な
る
者
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
免
除
さ
れ
た
者
」
の
下

に
「
並
び
に
同
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し

く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の

生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ

る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ

て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。）を
し
て
い
な

い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条

第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
当
該
所
得
割
が
課
さ
れ
な

い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後

婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い

者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら

な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出

を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
場
合
を
含
む
。）を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え

た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
所
得
割
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
第
七
号
中
「
免
除
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
並

び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫

と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い

な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定

め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な

つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い

が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含

む
。）を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法

第
二
百
九
十
五
条
第
一
項（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町

村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百

九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く

は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生

死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

の
を「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、

現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。）を
し
て
い
な
い
も

の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
る
者
」
を
加
え
る
。

十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
第
四
地
区
の
項
中
「
別

表
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を
「
別
表
第
十
五
号
及

び
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
表
第
七
地
区
の
項
中
「
第

三
十
四
号
」
を
「
第
三
十
五
号
」
に
改
め
る
。

総
務
大
臣

野
田

聖
子

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

茂
木

敏
充

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三



別
表
第
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
十
一
（
第
百
二
十
条
の
十
五
関
係
）

イ卒
業
生
の
卒
業
日
の

属
す
る
月
の
区
分

金

額

平
成
二
十
二
年
三
月

四
千
八
百
七
十
六
万
円

平
成
二
十
三
年
三
月

四
千
八
百
十
一
万
円

平
成
二
十
四
年
三
月

四
千
七
百
二
十
八
万
円

平
成
二
十
五
年
三
月

四
千
六
百
三
万
円

平
成
二
十
六
年
三
月

四
千
四
百
七
十
万
円

平
成
二
十
七
年
三
月

四
千
三
百
八
十
七
万
円

平
成
二
十
八
年
三
月

四
千
三
百
六
万
円

平
成
二
十
九
年
三
月

四
千
二
百
六
十
八
万
円

平
成
三
十
年
三
月

四
千
二
百
四
十
五
万
円

ロ卒
業
生
の
卒
業
日
の

属
す
る
月
の
区
分

金

額

平
成
三
十
年
三
月

七
百
十
八
万
円

ハ卒
業
生
の
卒
業
日
の

属
す
る
月
の
区
分

金

額

平
成
三
十
年
三
月

七
百
十
八
万
円

平成 年 月 日 金曜日 第 号官 報

自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
五
十
号

自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

五
号
）
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
中
「
別
表
第
十
一

の
上
欄
に
掲
げ
る
卒
業
生
の
卒
業
日
の
属
す
る
月
の
区
分

に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
」
を
「
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

防
衛
省
設
置
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
教

育
訓
練
を
修
了
し
た
者

別
表
第
十
一
イ
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
卒
業
生
の
卒
業
日
の
属
す
る
月
の

区
分
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
金
額

ロ

防
衛
省
設
置
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
教

育
訓
練
を
修
了
し
た
者

別
表
第
十
一
ロ
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
卒
業
生
の
卒
業
日
の
属
す
る
月
の

区
分
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
金
額

ハ

防
衛
省
設
置
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
教

育
訓
練
を
修
了
し
た
者

別
表
第
十
一
ハ
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
卒
業
生
の
卒
業
日
の
属
す
る
月
の

区
分
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
金
額

第
百
二
十
条
の
十
五
第
一
項
第
二
号
中
「
百
八
月
か
ら

卒
業
日
以
後
離
職
の
日
ま
で
の
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を

百
八
月
で
除
し
て
得
た
数
値
を
前
号
に
規
定
す
る
金
額
に

乗
じ
て
得
た
」
を
「
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
」
に

改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

防
衛
省
設
置
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
教

育
訓
練
を
修
了
し
た
者

百
八
月
か
ら
卒
業
日
以

後
離
職
の
日
ま
で
の
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を
百

八
月
で
除
し
て
得
た
数
値
を
前
号
イ
に
定
め
る
金

額
に
乗
じ
て
得
た
金
額

ロ

防
衛
省
設
置
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
教

育
訓
練
を
修
了
し
た
者

七
十
二
月
か
ら
卒
業
日

以
後
離
職
の
日
ま
で
の
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を

七
十
二
月
で
除
し
て
得
た
数
値
を
前
号
ロ
に
定
め

る
金
額
に
乗
じ
て
得
た
金
額

ハ

防
衛
省
設
置
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
教

育
訓
練
を
修
了
し
た
者

七
十
二
月
か
ら
卒
業
日

以
後
離
職
の
日
ま
で
の
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を

七
十
二
月
で
除
し
て
得
た
数
値
を
前
号
ハ
に
定
め

る
金
額
に
乗
じ
て
得
た
金
額

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
五
十
一
号

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す

る
政
令

内
閣
は
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）

附
則
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
高
年
齢
者
等
雇
用
安
定
法
第
三
十
八
条
第
五
項
等
の
規
定
に
よ
る
労
働
者
派
遣
事
業
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
一
条

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
高
年
齢
者
等
雇
用
安
定
法
」
と
い
う
。）第
三
十
八
条
第
五
項
（
高
年
齢
者
等
雇
用
安
定
法
第
四
十
五
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
労
働
者
派
遣
事
業
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派

遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。）第
二

条
第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
を
い
う
。）に
関
し
て
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
高
年
齢
者
等
雇
用

安
定
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
（
高
年
齢
者
等
雇
用
安
定
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

連
合
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
派
遣
元
事
業
主
（
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
元

事
業
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
み
な
し
て
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。）附
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

整
備
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
派
遣
先
（
労

働
者
派
遣
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
先
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

整
備
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
及
び
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
建
設
業
務
労
働
者
就
業
機
会
確
保
事
業
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
建
設
労
働
法
」
と
い
う
。）第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
送
出
事
業
主
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て

単
に
「
送
出
事
業
主
」
と
い
う
。）が
行
う
建
設
業
務
労
働
者
就
業
機
会
確
保
事
業
（
建
設
労
働
法
第
二
条
第
十
項
に

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
施
行
令
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に

行
わ
れ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
、
同
法
第
二
十
八
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
保
育
、
同
項
第

三
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
教
育
、
同
法
第
二
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
、
同
法
第
三
十

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
地
域
型
保

育
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
利
用
地
域
型
保
育

及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
例
保
育
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
等
」
と
い
う
。）に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
特
定
教
育
・
保
育

等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

防
衛
大
臣

小
野
寺
五
典

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三


